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第１８０回新宿区都市計画審議会 

開催年月日・平成２９年３月２７日 

 

出席した委員 

石川幹子、遠藤新、倉田直道、戸沼幸市、中川義英、星德行、喜多崇介、加藤仁、 

小田桐信吉、小松清路、豊島あつし、川村のりあき、桑原羊平、吉住はるお、 

かわの達男、湯浅達也、大崎秀夫、大野二郎、森﨑智 

 

欠席した委員 

宮橋圭祐 

 

議事日程 

日程第一 審議案件 

 議案第３１３号 東京都市計画特定街区 西新宿一丁目（１１－２号地） 

         特定街区の都市計画変更について（区決定） 

 

日程第二 その他連絡事項 

 

議事のてんまつ 

 

    午後 2時00分開会 

○戸沼会長 ただいまから第180回新宿区都市計画審議会を開催いたします。 

 初めに事務局から、委員の変更があったので報告してください。 

○事務局（石井主査） 事務局です。 

 人事異動により、3号委員の新宿警察署長の櫻木委員から宮橋委員に変わりましたので御報

告いたします。なお、宮橋委員は、本日、公務のため欠席になっております。 

 任命につきましては、机上に配付いたしました任命書をもって任命の手続にかえさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

○戸沼会長 どうもありがとうございました。 

 きょうの委員の出欠状況について報告してください。 
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○事務局（石井主査） 事務局です。 

 本日の委員の出欠状況ですが、欠席の御連絡をいただいた委員はございませんでした。 

 本日の審議会は、20人中19名で、定数2分の1以上に達しており、審議会は成立しております。 

 続きまして、卓上に用意いたしましたマイクについて、使い方を御説明させていただきます。 

 要求ボタン、4番のボタンを押していただきますとマイクの先端がオレンジ色に光ります。

光りましたら発言をお願いいたします。また、会場が広くなっておりますので、マイクを口元

に近づけて御発言いただきますよう、重ねてお願いいたします。 

 発言後は、5番の終了ボタンを押してください。まれに会議の途中でマイクの電源が切れて

しまうことがありますので、御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○戸沼会長 それでは、きょうの日程と配付資料について、続けて説明してください。 

○事務局（石井主査） 事務局です。 

 まず、本日の日程です。議事日程表をごらんください。 

 日程第一、審議案件、議案第313号、東京都市計画特定街区西新宿一丁目（11-2号地）特定

街区の都市計画変更について（区決定）になります。続きまして、日程第二、その他連絡事項

になります。 

 次に、本日の資料の御確認をお願いいたします。審議会開催に当たりまして、事前に資料を

送付しておりますが、机上の資料をお使いください。 

 初めに、議事日程表になります。次に、資料1、東京都市計画特定街区西新宿一丁目（11-2

号地）特定街区の都市計画変更について（区決定）、こちらがクリップどめの資料になります。

次に、資料2、平成29年度エリア戦略（原案）の地域説明会の日程について、次に資料3、新宿

区成立70周年協働企画展 新宿の高層ビル群ができるまで、資料の2と3につきましては、その

他連絡事項で使用いたします。 

 また、卓上に都市マスタープランを御用意しております。 

 過不足ございましたら、事務局までお願いいたします。 

 本日の日程と配付資料については以上になります。 

○戸沼会長 それでは、議事を進めたいと思います。 

 きょうは審議事項が1つと、その他報告事項で2つの説明があるということだと思います。会

議は大体午後4時をめどに議論したいと思いますので、よろしくお願いします。 

   ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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日程第1 

 審議案件 

 議案 313号 

  東京都市計画特定街区西新宿一丁目（11-2 号地）特定街区の都市計画変更について（区

決定） 

   ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○戸沼会長 日程の第一の審議案件で、議案313号、東京都市計画特定街区西新宿一丁目（11-

2号地）特定街区の都市計画変更について（区決定）ということですが、事務局、お願いしま

す。 

○事務局（石井主査） 事務局です。 

 日程第一、審議案件、議案第313号、東京都市計画特定街区西新宿一丁目（11-2号地）特定

街区の都市計画変更について（区決定）になります。 

 本日御審議いただく内容につきましては、第177回の審議会にて御報告させていただいたも

のになります。 

 内容につきましては、都市計画課長より御説明いたします。 

○都市計画課長 都市計画課長、森でございます。よろしくお願いいたします。 

 お手元に資料として、東京都市計画特定街区西新宿一丁目（11-2号地）特定街区の都市計画

変更について（区決定）というＡ4の1枚ものと、その後、議案第313号というＡ4とＡ3の横長

でつづられたものがあろうかと思います。また、参考資料1として、Ａ4、1枚と、参考資料2と

してホチキスどめでＡ4のものが4枚つづりになっているものがあろうと思います。 

 こちらにつきましては、きょうお手元にお配りさせていただきましたけれども、スライドで

見たほうがよりわかりやすいと思いますので、本日はスライドを用意しておりますので、そち

らのほうで御説明したいと思いますので、ちょっと明るさを暗くしていただきたいなと思って

おります。 

 それでは、西新宿一丁目（11-2号地）特定街区の都市計画変更案について御説明いたします。 

 まず、都市計画変更案についてでございます。 

 計画地でございますけれども、ここに記したとおり、西新宿の損保ジャパンビルのところで

赤い線で囲われた部分、こちらになります。本件の都市計画変更によりまして、緑色に塗られ

た部分、ここに美術館を増築するというような計画になっているものでございます。 

 続きまして、用途地域の図でございます。計画地は赤く囲われたところでございます。用途
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でいいますと商業地域になります。容積率は1,000％、それと青梅街道沿道の一部が800％とな

っているものでございます。 

 続きまして、上位計画に何があるかと申しますと、都市マスタープラン、もちろんございま

して、そちらのほうでの位置づけでございますけれども、都市マスタープランの都市構造図で

ございますけれども、計画地は紫色で塗られたところに位置しておりまして、「創造交流の

心」に位置づけられているところでございます。 

 都市マスタープランの新宿駅周辺地域のまちづくりの方針図というものがございます。そち

らの中では国際的な中枢業務機能、拠点地区に位置づけられているというものでございます。 

 続きまして、上位計画で、新宿区のまちづくり長期計画、こちらのほうを今つくっているも

のでございまして、長期まちづくり計画の骨子ができているところでございますけれども、そ

ちらのほうを御紹介したいと思います。 

 見直しの方向性として、賑わい都市、新宿の創造推進というところがございます。この方向

性に基づきまして、公共空間を活用したオープンカフェの開催等の賑わいづくりを推進して、

人々の交流を創造するような文化・芸術の発信による賑わいや活力あるまちづくりの推進を掲

げているところでございます。 

 続きまして、関連計画はどういうものがあるか御紹介します。 

 西新宿地区まちづくり指針というものがございます。平成26年3月に西新宿でまちづくりを

担っている新宿副都心エリア環境改善委員会というような団体がございますけれども、そちら

のほうと区のほうと一緒に西新宿のまちづくり指針を策定いたしました。その中で、超高層ビ

ルの足元空間を活用するというようなものをうたっているところでございます。 

 そして、その西新宿地区まちづくり指針の中ですけれども、基本方針図、そちらのほうがご

ざいまして、計画地は赤く塗られたところでございますけれども、超高層ゾーンに位置してお

ります。このゾーンでは西新宿の再生の中心として、官民オープンスペースの多目的、積極的

な利活用による賑わい機能導入を展開するとともに、将来的には建てかえにより東京の国際競

争力の強化にも資する機能強化を図る、そういうものを目的としております。 

 先ほど、足元周りの有効利用と申しましたけれども、図示するとこんな感じでございます。

超高層ビルがありまして、その屋内、屋外にわたる足元空間を、それと公有地と民有地を公開

空地などにしていくというようなことを考えているところでございます。一体的に利用して街

区ごとの個性を生かした魅力の創出、バリアフリーの充実、災害時の防災性の機能の向上、そ

ういうものを掲げているところでございます。 
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 そのほかの関連計画がございます。新宿駅周辺地域のまちづくりガイドラインというものが

ございます。新宿駅周辺地域まちづくりガイドラインというのは、平成28年3月につくられた

ものでございます。新宿駅周辺地域全体のまちの目指すべき将来像とその実現に向けた戦略・

方策を定めたものでございます。 

 計画地は、西新宿超高層ビル地区に位置しており、スケジュールイメージでは2020年までに

超高層ビル低層部の再整備を目指すというふうになっているところでございます。 

 ガイドラインの各地区のまちづくりについてでございます。 

 計画地該当の西新宿超高層ビル地区では、東京都市圏の成長の起点となり、ビジネスや文化

が交流する多様性と持続性のある都心の形成を目指し、官民オープンスペースの改良と活用、

地区全体の回遊、滞在を楽しめる面的な歩行者空間の構築を目指しているものでございます。 

 また、このガイドラインのほうでございますけれども、具体的な戦略方策としまして、足元

のオープンスペース、通りの空間等の一体的な利活用、そういうようなこともうたっていると

ころでございます。 

 続きまして、計画地の課題のほうに移らせていただきたいと思っております。 

 本地区は、市街地整備の改善を図るため、昭和47年に都市計画が決定され、現在では約45年

が経過しておりまして、都市を取り巻く環境が大きく変化している、そういう状況にございま

す。 

 例えば、具体的な課題の1つといたしまして、事務所ビルという単一用途のために賑わいが

不足しているというようなことが挙げられます。また、街区内が周辺の道路と高低差がござい

まして、このビルのほうにアクセスするのに、アクセス空間、そういうのが少しバリアーがあ

る、バリアフリーになっていないというようなことが挙げられます。 

 続きまして、都市計画特定街区の名称と位置というふうなところに移らせていただきます。 

 名称は、西新宿一丁目（11-2号地）特定街区というような都市計画でございまして、位置は

ここにありますとおり西新宿一丁目地内11-2号地でございます。面積でございますけれども、

青線の内部で約0.9ヘクタール、都市計画の内容で定めるというようなものは建築物の容積率、

高さの最高限度、壁面の位置の制限、そういうものを定めているところでございます。 

 都市計画、今回の都市計画をやるに当たっての新旧対照表ということになります。 

 上の段、こちらのほうが昭和47年に決定した都市計画でございます。下のほうが今回新たに

都市計画変更するというものでございます。 

 変更したいところでございますけれども、赤字で書いております。建物の高さの最高限度の
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ところでございますけれども、高層部のところは変わりようがありませんけれども、中層部42

メートル、低層部10メートルをつけ加えております。中層部のほうが美術館、低層部のほうが

外に出ているエレベーターというような高さになるところでございます。 

 備考の欄の建築物の高さの最高限度は、Ｔ.Ｐ.プラス37.705メートルからの高さというもの

を追記しているところでございます。 

 続きまして、高さの最高限度、壁面の位置の制限の東西の断面図、こちらのほうを用意して

あります。 

 左側のほうが変更前、つまり現在の断面図でございます。右側が美術館ができたときの断面

図というものでございます。変更箇所は右側のほうの増築に伴う紫色の線、おわかりになりま

すか、紫色の波線がございます。そちらとエレベーター設置に伴うオレンジ色の線、そちらの

ほうを新たに設定しているところでございまして、高さの最高限度、壁面の位置の制限、そち

らのほうを定めているものでございます。 

 続きまして、この断面の見る方向を変えたものでございまして、これは東側から見たもので

ございます。正面に美術館が見えると思いますけれども、そちらが見えるということですので

東側から見たらこういうふうに見えるというようなものでございます。 

 続きまして、高さの最高限度、壁面の位置の制限を配置図に落とすとどうなるかというよう

なものがこちらでございます。高層部分が緑色に塗られたところで、今の高層の建物のところ

でこのような形でございまして、紫色のところに今後美術館ができる中層部、そしてそのほか

のところ、低層部というような形になっております。 

 先ほどエレベーターは設置すると申しましたけれども、エレベーター設置部分が水色でちょ

っと見にくいんですけれども、エレベーター設置部分というのは左側のほうにございますけれ

ども、こちらのほうにできる予定になっております。 

 続きまして、今回このような都市計画の変更をやることによって、どのようなことが期待さ

れるのかという、期待される効果のほう、そちらのほうに移らせていただきます。 

 大きく3つあるのかなと思っております。 

 まず、1つ目でございますけれども、超高層ビルの足元空間に美術館を配置するということ

になります。そういうことで、低層部にカフェ、ミュージアムショップを配置するというよう

なこと、美術館前面の有効空地と連続性を図るということ、それらをやることによって賑わい

の創出が期待できるというようなことがまず1つでございます。 

 2つ目でございます。東側の街路の歩道と一体となった空間、有効空地を整備することで歩
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行者空間がスムーズにアクセスするというようなこと、そういうことができますので、そうい

うようなことが利点としてございます。 

 続きまして、3つ目でございますけれども、一時滞在施設、既存の高層ビルの1階部分を使う

ことになりますけれども、そちらのほうを拡充すること、こちらのほうも考えておりまして、

そうすることによって防災性の機能の向上、こちらのほうが図られるというものでございます。 

 それでは、1つずつ見ていきたいんですけれども、まずは1つ目の賑わいの創出のほうでござ

います。こちらのほうが現在の東側の入り口付近と申しましょうか、玄関付近でございます。

既存の建物に行くに当たっては階段を利用して上に上がるというようなことが必要でございま

すので、なかなかアクセスが難しいというような、バリアフリーになっていないというような

状況でございます。 

 これが計画後というか、このようなところにしたいというものでございます。建物のところ

に、入り口に向かって人がスムーズに歩いていくのがわかると思います。このように道路のほ

うから、歩道からこの美術館のほうの入り口のほうにはスムーズに行けることになります。な

お、美術館の中に入ってしまえば、美術館の中で2階部分に行くというようなことはバリアフ

リー化されておりますので、こちらのほうでうまく上のほうに行くことができるというふうに

なっております。 

 続きまして、歩行者空間の形成というほうの観点から見ていきたいと思います。現状でござ

いますけれども、赤い点々で書かれたライン、こちらのほうが既存の高層ビルのほうに行く人

たちのアクセス路でございます。 

 例えば、左側のほうの5号街路のほうから行くと、階段を上らなければならないということ

がございます。そして、この図でいうと、下のほうです、方角でいうと東から入って行くには、

先ほども申しました、この下のほうの絵のところなんですけれども、こちらのほうも階段を利

用しなければならないということがございます。 

 なお、右側のほうは歩道橋からのアクセスでございまして、こちらのほうは歩道橋それ自体

が今のところバリアフリー化されておりませんので、こちらのほうは歩道橋のほうの問題はち

ょっとまだ残っておりますけれども、少なくとも今申し上げました5号街路のほうと、この写

真にあるようなところは改善ができるというふうになっているところでございます。 

 続きまして、計画案というふうなものはどのようなものになるかというものでございますけ

れども、最初申し上げました5号街路のほうから上がるというものでございますけれども、エ

レベーターをつけることになりますので、そのエレベーターまではフラットで5号街路の歩い
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ている人は行けます。それでエレベーターで上っていただいて、上った先は、後はフラットに

なっておりますので、本社ビルというか、既存の高層ビルのほうに行けるというふうなことに

はできます。 

 また、下のほうの薄い水色のほう、こちらのほうも下のほうの道路のほうの歩道のほうから

薄くちょっとオレンジ色っぽく塗られたところからアプローチしまして、美術館に入りまして、

美術館の中を通って上のほうに上がっていくというようなことができるというようなバリアフ

リー化がされることになっております。 

 続きまして、防災性の機能の向上という観点から見ていきたいと思っております。 

 既存の高層ビルの1階部分には、一時滞在施設として区と協定を締結させていただいており

ます。もう既にやっておりまして、今回の計画にあわせて拡充をしております。一時滞在施設

では受け入れ可能面積を250平方メートル拡充して、635平方メートルにしております。受け入

れ可能人数も155人拡充して385人というふうにしているところでございます。 

 また、備蓄品の拡充も予定しているところでございまして、こちらのほうの協定はもう既に

協定変更をいたしておりまして、もう既にこれは動いているものでございます。 

 続きまして、緑化の推進というような観点からちょっとごらんになっていただきたいと思い

ます。 

 区の緑化基準は、より多くの緑化面積を確保するというようなことを、まず面積はしっかり

と確保しております。また、緑化の質のほうの向上ということも考えております。 

 具体的にどのようなことを考えているかと申しますと、屋上緑化を増設するようなこと、ま

た、5号街路沿いの既存植栽を回収して、吸排気棟の壁面の緑化もするようなこと、前庭空間

の創出をするというようなこと、そういうようなことを考えているものでございます。 

 5号街路の緑化でございます。5号街路のほう、左側のほうがこのような形で今緑化されてい

るところでございますけれども、右側のほうになるべく緑の印象をふやして、沿道の圧迫感を

和らげていくような、そういうような緑化にするようなことを考えているものでございます。 

 これは美術館の前庭のほうです、玄関入り口付近のほうの緑化でございます。前庭の緑化で

すけれども、壁面緑化によって植栽の立体的な構成を再編する。既存樹木をなるべく残しつつ

新たな空間としてつくって、季節感を演出することによる緑化の質の向上をさせる。 

 歩道と一体的な広がりを持つ賑わいと憩いの前庭空間をつくるというようなことを考えてい

るものでございます。 

 続きまして、建築計画、どのような美術館をつくるかというようなものでございます。 
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 こちらでございますけれども、敷地面積は約9,300平方メートルでございます。増築すると

ころは美術館を増築する。既存ビルは事務所でございます。容積対象延床面積は美術館が約

4,000平方メートル、既存ビルが約9万4,355平方メートルということでございます。階数です

けれども、美術館のほうは地上6階、地下1階でございます。既存ビルは43階、地下6階です。

美術館の高さは約40メートル、既存ビルのほうは約200メートルでございます。構造は、美術

館はＳＲＣを考えております。既存ビルのほうはＳ造一部ＳＲＣというふうになっております。 

 今後できる新しい美術館のコンセプトでございます。 

 東郷青児美術館、こちらのほうが所蔵しております、ゴッホの「ひまわり」などの西洋絵画、

あるいは日本美術作品の同年代の作品を紹介するとともに、新進作家の活動を支援できるよう

な美術館というものを考えていらっしゃいます。 

 また、美術館の低層部には、カフェとかミュージアムショップ、そういうものを配置すると

いうようなことも計画されておりまして、賑わい創出するコンテンツを配置しまして、外部へ

の有効空地への賑わいのにじみ出し、そういうようなものを促していこうというふうなことを

考えております。 

 先ほど来、見ていただいておりますけれども、美術館の位置はこの赤い部分でございます。 

 美術館の横から見たというか、正面から見た形でございます。東側から見るとこういうよう

な形をしているというようなものでございます。こちら、左側のほうが南側から見たらこうい

うような形と、北側から見たら右側のような形というようなものでございまして、ちょっとス

リットが入っているのがわかると思いますけれども、こちらのほうは既存のこの高層ビルのカ

ーブしている線と申しましょうか、そういうものに合わせているというところがございます。 

 続きまして、この美術館の断面図、1階、2階部分というようなものが賑わい施設になります。

3、4、5階のほうが美術品の展示するスペースということで、6階のほうが事務所ということを

考えております。 

 続きまして、この建物を建てることによっての環境への影響、そちらのほうに移らせていた

だきます。 

 まず、現況の日影、時間別日影図というようなのがこちらでございます。 

 続きまして、ちょっと変わりましたけれども、変更案の日影、時間別日影図というようなも

のを今、映しました。ちょっとわかりにくいので拡大したいと思います。10時から16時の時間

帯で時間別日影が増加していくというものでございます。増加した部分はこの色が塗られたと

ころということになります。 
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 次に、現況の等時間別日影図というものでございます。こちらのほうが変更したときの等時

間日影図というものになります。等時間別日影図の日影が増加した箇所は色が塗られた部分と

いうことでございます。1時間の日影では一部敷地にかかるということになりますけれども、

その他の時間では道路上の日影がふえるということになります。いずれにしましても、計画地

は日影制限がない地域になりますので、影響のほうは少ないと考えているところでございます。 

 続きまして、環境の影響のほうの風でございます。現況の風のランクというのがここに書い

てあるようなところで調べておりまして、緑色がランク1で、住宅地の商店街とか野外レスト

ランのところの基準、ランク2が青いところで住宅街、公園基準、ランク3が黄色で事務所街の

基準というようなところでございまして、そのようなものが現況、こんなふうになっていると

いうのが左側の図でございます。 

 それで、美術館を建てる、要するに変更を今回したらどうなるかというと、4つのところで

風環境が変わるというようなものが出てまいりました。既存の高層ビルと美術館の間のところ

でございます。そちらのほうがランク3になっております。そして、美術館の東側のほう、道

路際のほうです、こちらのほうがランク外という、赤のほうになっているというような環境基

準になっております。 

 それで、その対策といたしまして、樹木を配置するというようなことで、美術館の建設前と

同程度の風環境を確保したいというふうに考えておりまして、道路際のほう、こちらのほうが

建物を建てる前と同じレベルにまで戻すというようなことができております。 

 ただ、既存の高層ビルと美術館の間のところ、こちらのほうはちょっと、そこら辺の改善が

なかなか難しく、そちらのほうはランク3のほうになっているままでございます。 

 続きまして、環境の影響の中のこの電波障害のほうでございます。衛星放送の電波障害につ

いてですけれども、電波の遮蔽地域は当該区の中というものでありまして、周辺の敷地や建物

に影響を及ぼさないものと予測されております。 

 続きまして、電波のほうの今度、地上デジタルの電波障害のほうでございます。こちらのほ

うの影響も及ぼさないものと予測されております。 

 続きまして、どんな感じのものができるかなというイメージ図のほうに移らせていただきた

いと思います。 

 こちらのほうが北側のほうから見た、北側というか北東のほうから見たものでございます。

歩道橋のほうから見た感じでございます、こういうようなイメージになります。これがもうち

ょっとそれで近寄ってきたらこんな感じというものでございまして、入り口付近までぐっと近
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寄ってきたらこういうような、近景のイメージはこうなるというものでございます。 

 その近景のイメージを正面のほうから見るとこういう感じになるというようなものでござい

ます。 

 続きまして、都市計画の変更の手続、経緯、今後の流れ、そちらのほうに移らせていただき

たいと思います。 

 経緯でございます。平成26年3月に新宿区と西新宿エリア、環境改善委員会が西新宿地区ま

ちづくり指針を策定したということでございます。平成27年7月に事業者と事前協議を開始し

ております。平成28年11月に事業者より都市計画変更の申出書をいただいております。そして、

28年11月に景観まちづくり審議会のほうに報告しております。12月には当審議会のほうに報告

させていただきました。平成29年2月1日に都市計画変更案の説明会を開いております。2月2日

から16日までの間、都市計画変更案の縦覧、そして意見書の受け付け、こちらのほうを行って

おります。 

 なお、この縦覧と意見書の受け付けですけれども、縦覧も意見書も1件もございませんでし

た。そして、本日ですけれども、都市計画審議会の審議を経て、よろしければ3月27日以降に

都市計画変更を行っていきたいというふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○戸沼会長 どうもありがとうございました。 

 今、スライドで随分細部にわたって説明いただきましたけれども、それじゃ、御質問やら御

意見をお願いしたいと思います。 

 どうぞ、どなたからでも。どうぞ。 

○石川委員 前にこれいろいろ伺っておりまして、そのときも私、緑とか、そういったものが

専門なので御質問させていただいたことを踏まえまして、ちょっとお伺いしたいことがござい

ます。 

 たまたま、きょうこの塔の新宿は、もう塔をつくってきたということで、この特定街区のい

わゆる本当に基本的な理念というのは、高くするけれども、足元は要するに緑豊かでそれが人

間的な環境、つまり建物は高くなるけれども、地面はしっかりその空地を確保して、緑豊かな

環境をということでスタートしていると思います。そこに関しては揺るぎない原則であろうと

いうふうに私は思っております。 

 その前提で、今回、大事な特定街区で確保した空地にこういう建築が建つわけですけれども、

緑化に非常に配慮してあるということなのですが、現在、1,680、32％ということで、屋上は
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ちょっと見えませんので、それはやっていただくのは当然として、地上部ですね、地上部の

1,680が一体幾らになったかという数字を教えていただきたいんです。 

 それで、やはりこの美術館が建つことによりまして、その地上部というのはかなりの部分建

物になってしまうわけですから、先ほど申し上げた、いわゆる特定街区の原則ですね、これが

オンリーワンなのか、あるいはこれが1つの何か水みちになって、こういったものというもの

がいろんなところで出ていくということになりますと、やはり1つの新宿副都心という街区の

つくり方の基本的なものが少しずつ崩れていくような気がするんですが、そういった2つです

ね、具体的にどれぐらい減ったのか、それから大方針の話と、それから緑化の質に関してはそ

の御質問にお答えいただいてから同じコメントを前回とさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○都市計画課長 まず、特定街区の有効空地の考え方なんですけれども、こちらの高層ビル、

昭和47年当時の空地の考え方は、それはその当時の基準がございまして、それでしっかりつく

っておりました。その後は基準の変更等を東京都のほうでやっておりまして、そしてその後、

新宿区のほうでそれを引き継いで、今、新宿区のほうもその東京都基準を横引きしているんで

すけれども、内部空間も有効空地としてカウントできていくような、そういうようなほうに計

算方法が変わってきているということがございますので、そちらのほうを使わせていただいて

おりまして、これは新宿に限ったことではなく、都内全域で行われているようなことでござい

まして、ほかのエリアでも当然行われているというものでございます。 

 ですので、新宿区といたしましても、ほかのエリアで使われている基準であれば使っていく

のがいいのではないかと思っているところでございます。ただ、西新宿では西新宿の考え方が

ございますので、賑わいの創出に資するものでなければやっぱりならないと思っております。 

 ですから、今回は美術館をつくるというような、そういうようなものを考えていただいてお

りますので、こういうような、単純に数字が合っているだけじゃなく、つくるものもそのまち

にマッチしているというようなものがありますので、今回こういうものがいいのかなと思って

おりまして、今後もそのようなものをどんどん、できるだけ誘致していきたいというふうに思

っております。 

 あと、2つ目にありました緑の面積のことでございますけれども、緑化の面積、現状の緑地

面積というのは約1,680平方メートル、緑化率が約32％というようなものでございますけれど

も、計画では緑地面積が2,343平方メートル、緑化率が約45％というふうになります。 

 トータルでちょっと考えさせてもらっているので、この内訳がちょっとすぐ出せないところ
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がなかなか難しいところでございますけれども、トータルでいうとかなりふえているというふ

うには捉えておりますので、今回、こういうようなことをやることによって、いろいろとに効

能が出ているんじゃないかなというふうに思っております。 

○石川委員 私、質問しましたのは、まず1点、1,680平米で32％、それで御説明の中で屋上に

も緑化をするので2,343という説明があったので、私の質問というのは地面です、地表部でこ

れだけの美術館を建てるわけですから、1,680が一体幾らになっているのか、それを教えてほ

しいという質問でしたので、2,343というのは書いてありましたので把握しております。その

中で、要するに、屋上は申しわけないですけれども見えませんので、やっていただくのはとて

もいいことだと思います。しかし、賑わいの創出とか環境の改善、ヒューマンコミュニケーシ

ョンということですと地面が大事なので、1,680が一体幾らになったのか、それに対してどの

ように地表部の環境を回復するということで、その施策が行われているのかということを知り

たいといったのが最初の質問でした。ごめんなさい、繰り返します。 

 それから、全体の目標に関しては、もちろん内部空間、その面積のことを言っているのでは

なくて、これだけの都市計画変更ですから、面積をきちんとカウントして粛々とやっておられ

るのはわかっております。そうではなくて、新宿区としてこの西新宿のエリアを賑わいがある

というだけで何かごちゃごちゃといろんなものが入ってくるというふうには夢にも、そういう

ことではないと思いますので、どのような方向を目指していらっしゃるのか、それを聞きたか

ったわけです。 

 賑わいでも緑の中で人々が憩うような賑わいもありますし、もう緑は全然なくてごちゃごち

ゃというのもあると思いますけれども、そのあたりの基本的な哲学というものを伺いたかった

というのが私の質問の趣旨でございました。 

○都市計画課長 緑化の地上の面積は今のところ、ちょっとお待ちいただきたいんですけれど

も、今後の方針と申しましょうか、そちらのほうでございますけれども、その空間なんですけ

れども、もちろん、賑わいづくりというものがございますけれども、人々の交流を創出すると

いうような文化、芸術の発信をする、そういうような賑わい活力、そういうようなものを掲げ

ていきたいというふうに思っているところでございます。 

○石川委員 この前もこのパースを見まして、これではちょっと古いですよ、要するに新宿の

副都心ですね、京王プラザとか、いろんないい例があるのでもうちょっと考えてくださいねと

いうコメントはしております。 

 同じものが出てきているので、やはり緑化の面積がないのであれば、そこをどのように緑化
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するかというのは、風景をつくるということも考えて、西新宿にはこういった形ではなくて、

非常にすぐれた例が既にございますので、そこをしっかりレビューして、この空間が独立して

ということではなくて、新宿区の副都心の公園にも連続する形で、全体が新しい森になるよう

に、右を見たり左を見たり、少し勉強していただいて、狭い空間の緑化をどのようにするかと

いうことに関しては、もう少ししっかり検討していただきたいということをこの前も申し上げ

ましたので、また申し上げておきます。 

 以上です。 

○戸沼会長 今の議論にも関係すると思いますが、ほかに御意見や御質問がありましたらどう

ぞ。 

 ほかの方、いかが。どうぞ。 

○川村委員 川村です。関係する部分もあると思いますので、質問も含めてですけれども、ま

ず確認なんですが、この前ちょっと質問もさせていただいたかと思うんですけれども、内部空

間をカウントしていくというところでは、もともとの基準があって、その基準のあれが都に移

って、また区に移ってということだと思うんですけれども、その流れですね、そこについてま

ず確認をさせていただきたいと思います。 

○都市計画課長 特定街区の基準だと思いますけれども、まず、この損害保険ビルの昭和47年

にできたとき、こちらのほうはまだ国の基準でございましたね、その国の基準でつくっており

ます。東京都の基準、昭和59年の基準があるんですけれども、そちらのほうで内部空間を有効

空地をするというようなものが出てきております。 

 基本的にそのときの考え方をずっと踏襲されておりますけれども、一部ちょっとアレンジさ

れておりまして、今に至っております。区のほうには平成25年のほうに都から区のほうにこの

基準が移っております。区のほうは東京都のほうを参考にしてつくっておりますので、係数は

そのまま都のものを使っているというようなものでございます。 

 なお、この特定街区の基準ですけれども、区のほうは1ヘクタールまでが区というようなも

の、区決定。それ以上が東京都決定というようなもので、区と都はそういうようなすみ分けを

しているところでございます。そのような基準でございます。 

○川村委員 ありがとうございます。 

 そういう意味で、内部空間にカウントするというところでは、昭和59年、東京都の基準から

一部アレンジはあるものの変更がありませんよというところなんですけれども、以前の質疑で、

実際、新宿区でどういうふうな例が今までありますかというところでは、オペラシティという
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ふうなお話もありましたが、それは新しく建てる建物のところというところでいえば、既存の

建物のところを有効空地を内部空間をカウントしていくというのは今回が初めてですねという

ところで質疑したところなんですけれども、そういうところでいうと、石川委員おっしゃって

いましたけれども、御指摘されていましたけれども、やっぱりしっかりとした考え方があるこ

とが必要なのかなというふうに思います。 

 先ほど区の御説明では、賑わい、何でもかんでもその基準に合えばということではなくて、

賑わいの創出に資するというまちづくりの観点がありますよというところでありました。それ

も今の現状からすると理解できることなのかなというふうには思います。 

 一方、安全上のところ、今回、有効空地が内部空間をカウントしますよという中では、実際

公開されている部分では減っていくというふうになりますので、そこの安全性について、区と

しての考え方、今回こういった建物をつくっていくというところに当たって、地震など、そう

いった発災した際の安全性に対しての考え方ということについてお伺いしたいと思います。 

○都市計画課長 まず、ちょっと先ほども申し上げましたけれども、道路から建物のアクセス

が今階段だけですけれども、エレベーターが設置されておりますので、そのアクセスがよくな

りますので、いろんな方がアクセスしやすくなるというふうに思っております。そういう意味

ですごく利用が広がるのではないかと思っております。 

 そして、今、本社ビルのほうのロビー空間のほうが開放されておりますけれども、美術館の

ほうの1階部分、2階部分のほうも、こちらのほうも開放的な空間としてございます。3、4、5

階のほうが展示スペースですので、１、２階部分のほうは、そういう意味だといろんな方が行

き来できるというようなところでございまして、カウントはしておりませんけれども、結構、

美術館のほうのその１、２階部分のほうも結構カウントがあるとすると、相当な面積が稼げる

のではないかなというふうに思っておりまして、そういう意味では相当な機能向上と思ってお

ります。 

 なお、耐震的なことに関しましては、新しい美術館に関しましてはもちろんそういうような

基準をクリアしてつくるわけでございまして、しっかりクリアしているのかなとは思っており

ます。 

 以上です。 

○川村委員 今の御説明いただきまして、当然、新しくつくる建物は安全なのは当たり前の話

なんですけれども、既存の、それこそこれだけ古い建物ですので、当然、今の、最新の知見か

らしての耐震対策、さまざま指摘があるところで、さらにそういった、この街区全体の安全性
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という観点でもよく今後とも計画については見ていっていただきたいというのが要望です。 

 先ほど帰宅困難者対策のところでも対策がさらに進むというふうなことですとか、バリアフ

リーのことも先ほどお話しいただきました。また、緑化というところではまたさらに御努力い

ただきたいところでありますけれども、今回の計画については、この計画で進めていただくと

いうことで、私が申し上げたような観点についても、さらに推移を見守りたいと思いますし、

努力していただければというふうに思います。 

 以上です。 

○都市計画課長 すみません、既存ビルのほうの耐震性のほうにちょっと言及するのを忘れま

した。既存ビルの本社ビルのほうですけれども、長周期地震動の対策工事、そちらのほうや一

時滞在施設における天井の落下防止、そういうようなものは完了しているというものでござい

ます。 

 また、自家発電のほうも設置しておりまして、連続72時間の運転が可能というふうなことに

なっております。 

○戸沼会長 今の、よろしいですね、御要望ということで。 

 どうぞ。 

○倉田委員 今、石川委員と、それから川村委員の御意見とも関連はしているんですけれども、

1つは質問でして、今回、新しい美術館というのはこれ増築になるわけですね。そうしたとき

に、容積はどういうふうになっているんでしょうか。基本的に単純に考えると容積がかなりふ

えているのかなというふうには思うんですけれども、それだけ、もう既に容積が余裕があった

のか、その有効空地の見方によって、容積が少し変わってきているのか、そのあたり、ぜひ教

えていただきたいと思うですが。 

 1つの理由は、私自信は基本的に今回こういった事例というのは西新宿を再生するために非

常に先行するいい事例だというふうには思ってはいるんですが、これはほかの街区でも、今回

の街区は特にいろいろ問題が多いというふうに私は思っていたんですけれども、ほかの街区で

も同様な課題があるんだろうというふうに思っています。 

 そうしたときに、ほかの街区でも同じような手法というんですか、全部の街区に美術館をつ

くるなんていうのは考えられないことですけれども、少なくとも、今、空地の部分にある程度

小さいものでも床をふやすようなことができるのか、特に今の現状を見ていますと、とにかく

ひたすら使われない空地をつくり続けてきたというようなところがあって、これは私自身も学

生たちといろいろずっと調査をしていまして、そういう実態はもうかなり明らかなわけでして、
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そういう意味で、特に低層階の再生といいますか、低層階を少し手を入れることで随分変わっ

てくるんじゃないかなというふうに思っているものですから、これまでもう既に容積がいっぱ

いな中で、新たに、小さいものであっても建物が建てられないんじゃないかというような、そ

ういうこともあって、今のような使われない空地がずっとそのままきているというようなとこ

ろもあるので、そういう意味でちょっと容積のことをまずお伺いしたい。 

○都市計画課長 容積のことなんですけれども、こちらのほうの考え方なんですけれども、基

本的にはエレベーターの部分の容積の方法等を考えております。平成26年7月にエレベーター

に係る容積率の制限の合理化というものがございまして、昇降路部分の床面積を算入しないと

いうことになっております。 

 今回、損害保険ジャパンのビルの昇降路の部分の面積、約6,900平方メートルということで

ございます。新美術館の延床面積が約4,000平方メートルということでございますので、当然、

4,000平方メートルのほうが小さいので、容積率の変更はなくても今回は建つというものでご

ざいます。 

○倉田委員 ということは、この間のいろんな基準法の改正なんかの中で、昇降施設なんかは

面積の外になったというようなことなわけですよね。ほかに行っても、先ほど申し上げたよう

に、先ほどこの街区だけの議論なのか、もう少し、うち全体に対しての新しい考え方というよ

うなことなのかというところに関連するんですけれども、やはり今回は賑わいという言葉でく

くってはいますけれども、基本的に私どもはよく言っているんですけれども、やはり豊かなパ

ブリックライフというのを低層階にやはり実現していくということが非常に、西口にとって大

事であろうというようなことを考えて、大事だろうというふうに思っているわけでして、そう

いった基本方針がベースにあって、今回のプロジェクトがとりあえず最初のプロジェクトだと

いうことだと非常によろしいのかなというふうに思っているんですが、そのときに常にやはり

容積の問題というのは必ずどうしても問題になってきてしまうというようなこともあって、何

かそういう意味で今回、たまたま出てきたものをそういうふうに評価して、これだけの容積を

認めたということではなく、より積極的にそういった、この有効空地の考え方自体も少し見直

すとかいうようなこと、もちろん建物内部もその有効空地として認めるというのはあるんです

けれども、もう少し積極的に、何か新しい、特に西口になると、特に最近の新しい開発一般に

言えることだと思うんですけれども、その辺を見直す機会になるのかどうかというのが、非常

に今回期待もしているのでちょっとお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。 

○都市計画課長 今回、これは新宿区の基準でやるもので、初めてのものということになりま
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す。オペラシティのほう、それともう1つ、新宿住友ビルというのが今、工事中なんですけれ

ども、こちらのほうも公開空地、空地のほうに屋根をかけるというものでございますけれども、

そちらのほうも東京都基準ということでございます。 

 このようなことはどんどんふえていくのかなとは思っております。ただ、やはりまだ事例と

して3つ目、そして増築というものになると、住友のほうを増築というのがちょっと微妙です

けれども、本当に建物が建つというものを増築というふうに考えれば、今回の損保ジャパンの

美術館が初めてなのかなと思っております。 

 ですので、まだちょっと私たちが思っている基準をどういじっていくかというようなところ

は、その運用をしてみてどうなるかということを見た上でないと、まだまだちょっとできない

のかなと思っております。 

 当面は、今ある基準の中でどうやっていくべきなのかということを考えていく、こちらのほ

うをやらせていただいて、しかるべきときになったら次の段階に進んでいくということがいい

んじゃないかなとは思っております。 

○戸沼会長 ほかの方で御意見が、あるいは御質問がありましたら、どうぞ。 

○星委員 先ほど、美術館でまちづくりに貢献するからいいのではないかという御提案の趣旨

だったと思うんですが、そういう趣旨で今後もこういうところに先ほど問題が出ている緑の問

題とか空地の問題とか、どんどん新宿区のまちづくりに貢献に資するのであれば、これは認め

ましょうというふうな先例にこれはなるでしょうか。あるいは、いや、今回限りですというと

ころになるんでしょうか。そこら辺、若干、先ほどのお話では危惧が、心配になるな。美術館

でも私規模の美術館ですからね。いや、もうこれは新宿区が関与して、新宿区民の利便に供す

るものですから、本当にまちづくりに貢献するんですよというふうな部分は多分ないと思うん

ですよね。 

 新宿区民には入場無料ですとか、そういう話もないですし、それは都市計画に関係ありませ

んということかもしれませんけれども、そういった意味では、これは本当に、これが前例だか

らこういううたい文句であれば認めてくださいというふうに今後なるのか、いや、その都度判

断することであって、前例にはならないというふうに理解すればいいのか、そこら辺はどうお

考えでしょうか。 

○都市計画課長 今回、美術館として、例えば今、東郷青児美術館の利用者というのが年間15

万人というふうに言われております。それが今後も当然減ることはないだろうなと思っており

まして、当然ふえるんだろうなと思っております。 
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 そして、やはり美術館というと賑わいと、人がいっぱいいらっしゃるということの賑わいと

同時に、やっぱり文化の薫りがいたします。そして、アートというようなこともあると思いま

す。そういうような、やはり西新宿で求めているようなものと合うようなことをやる、そうい

うものを目指しているというような計画、そういうものはやはり促していきたいと思っており

まして、今回はそういうような形では促していると思っておりますので、うまくいって前例に

していきたいというふうに思っております。 

○戸沼会長 じゃ、ほかの方どうぞ。 

○豊島委員 豊島です。 

 今回、きょうもスライドで説明してくださったストーリーというか、構成ですか、今までは

ずっとこの特定街区に閉じた話でしたけれども、最初の前段で都市マスの話や、今回、骨子が

できてきたまちづくり長期計画から入ってきましたよね。私、今、手元に持っていないので詳

しくは言えないですけれども、昨年できた新宿駅周辺地域まちづくりガイドライン、これなん

かでもたしか7つの戦略とかというような形で、上手にすごく整理されていて、きっちりとし

た細かいところまでいかないけれども、ある程度のコンセプトというか、新宿区の駅周辺をど

う再生していくかというコンセプトをある程度まとめた上での今回のこの特定街区の話につな

がるのではないかなと私は認識しています。 

 というのは、先生方のほうがもっとお詳しいと思いますが、先ほどもちょっとお話あったよ

うに、大分歴史のあるビジネス街が、休日なんかでいうとゴーストタウン化しているというこ

とをどう解消していくかということは、何もやらなければいいのかということでは私はないと

は思うんですけれども、一方で、だからといってなし崩し的になってはいけないというのは、

もう大前提なので、今回のケースが例えばオフィス、事務所のビルのものをふやしていくみた

いなことであれば、全くこの上位の概念からブレークダウンしていっても該当しませんけれど

も、だからもう少し、せっかくだったら今回こういう都市マスや長期まちづくり計画、あるい

は昨年策定したガイドラインなんかをもう少しかみ砕いて上手に説明していただければ、もう

少し、何かここだけが特例とか、そういう議論ではなく、ちゃんと、ある程度のコンセプトと

いうか、そういうことに沿った形でしっかり今後もやっていくということがもう少しわかりや

すかったかなとは思いますけれども、ごめんなさい、ちょっと私の認識で正しいというか、そ

ういうことでよろしいですかね。 

○戸沼会長 今のお話、私からもちょっとコメントしたいと思いますけれども、ほかの委員の

方で一通りお話を伺って、また石川さんが言うのであれば言って、ほかにありませんかね。ど
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うぞ。 

○かわの委員 かわのです。 

 私は先ほど星委員や倉田委員が言われていたことと、それは最初の説明があった177回のと

きも質問して聞いたんですけれども、この地域はこれを前例にして変わっていこうとしている

のかどうなのかというのを、そこをやっぱりある程度、というのは、なぜかというと例えば築

45年というのか、40年から45年で、建てかえというのは早急にないかもしれないけれども、先

ほどここでもあるように、バリアフリーとかユニバーサルデザインだとかということで、かな

り大規模改修みたいなのが出てくるんじゃないかと思うんですよね。そういうときにどうやる

のか、その都度もちろん考えるということになるんでしょうけれども、全体としてどんなふう

にその西新宿の、ここは一丁目ですけれども、基本的に二丁目の部分についてなっていくかと

いうのは、本当にきちんと方向性をある程度議論しながら、この街区の変更ということを考え

ていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに1つは思います。それが1点です。それは私

の考えです。 

 それから、もう1点は、実はこの地域、今も委員も言われていましたけれども、例えば土曜

とか日曜日は賑わいがないということの話が、実は先日、文化センターで新宿区の自治創造研

究所というところが行ったシンポジウムで、そういうことを言っていた委員がいらっしゃった

んですけれども、別の委員の方が、いや、新宿区といったって、何も365日24時間賑わいばか

りなくてもいいんじゃないのという、そういうことを言われた委員がいて、ああ、なるほど、

それはそうだな。西新宿のほうもそういう時間帯があってもいいのかなと思ったんですけれど

も、もう1つそこで言われたのが、この新宿の基本的なまちづくりの基本は、「『新宿力』で

創造する、やすらぎとにぎわいのまち」なんですよね。今ずっとさっきから提案されているの

は、この美術館も賑わい、賑わいというふうに言われているけれども、僕はどちらかというと、

今回のこの計画というのは、美術館とかといったら、これどちらかというと「やすらぎのま

ち」のまちづくりになるんじゃないかなというふうに思うし、とすると、それに合うようない

ろんなものをやっぱり考えていく、先生が言われていたように、緑の問題だとか、あるいはそ

ういうところを考えていく、ずっと賑わい賑わいとなっているけれども、一方の1つの柱であ

やすらぎの、「やすらぎとにぎわいのまち」ですから、安らぎの部分をもうちょっとこの地域

の中でもきちんと考えていくということがあってもいいんじゃないかな、そういう考え方でこ

の西新宿の一丁目、二丁目を考えていくということがまた必要なのではないかなというふうに

私は思います。 
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○戸沼会長 ほかに御意見、ございましたらどうぞ。 

 石川さん、どうぞ。 

○石川委員 すみません、2回で申しわけございません。 

 先ほどやはり哲学といいますか、どっちの方向を向いていくかということが大事ということ

を申し上げたんですが、オフィスばっかりで土日いない。同じような問題というのはいろんな

ところにあって、東京の丸の内、あそこは大成功ですよね。昔はもう全然いなかったですけれ

ども、今はもう本当に、ファッションもあるしレストランもあるし、もういつも賑わっていま

す。だからといって、こういう何か丸の内の街区の成り立ちを基本的に何か崩すような、そう

いった改造ではなくて、低層部をうまくやり変えて、何よりも緑化ですね、仲通りに豊かな緑

をつくって、ベンチを置いて。そういうことで、原則を崩さずにかなり成功しているのが丸の

内、大手町あたり。 

 ですから、やはり私はそれをきちんと見ていただきたい。私は別にこの緑で、なぜ緑を言っ

ているかというとキーワードですよ、これからのまちを変えていく。先ほどから前回言った、

これはもう時代おくれだから、こういう緑化じゃなくてしてくださいと言ったことに対して全

然反応していただかなかったですけれども、本当に見ていただきたいです。大手町に行ったら

オーテモリとか飯野ビルとか、もう全く違う、新宿のこの計画とは全然違うコンセプトでつく

っていますから、やはり勉強してきちんとやっていただきたいというのが私の切なる思いです。 

 それで、これはきょうお手元にございますけれども、何ゆえ哲学が大事かというと、この昔

の都心はこの都市マスの都市構造図は、ことし検討することになっているわけです。やらなか

った。でもちょっと前に検討会の中で、戸沼先生が、せっかくだから新宿のこの西と、それか

らその新宿駅と御苑と、それから新国立、ここをうまくつなぐような形でやれば、新宿はもう

すばらしいというお話があって、私は心の中では、ここはもう中央公園も含めて、やはり新し

い都心の森、それは高等向けではなくて、大手町、丸の内でやっていますから、そういう形で、

そういう哲学が、賑わいはあるんだけれども、しっかり緑があって、緑の中をいろんな人が楽

しくくつろいで活気がある、そういうようなものが幾らでも描けると思っているわけです。 

 ですから、今回のこのプランというのはとても大事で、やはり哲学をどこに置くかという議

論というのはしっかり見きわめておかなければいけないというのが追加の。 

○戸沼会長 せっかくだから、私も意見を言っていいですか。 

 今、都市マスの見直しをやっていまして、私は西新宿のこのブロックは超高層街で非常に大

きな街区で、今だったら50メーター角とか小さい街区じゃなくて、今度でかい街区で、スーパ
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ーブロックの中に超高層を建てるという、日本でも最初の先進的な高層街区のつくり方だった

わけですね。その足元のところは、ただブロックごとにつくったものですから、例えば周りに

緑があるんだけれども、全部ぶつ切れなので、この足元のブロックにある緑が全部つながれば

いいな。ですから、ブロックを閉じないで、緑道で緑地でみんなつながると全部が森に見える

じゃないか、それが今言っていた御苑とか中央公園なんか。 

 だから、それは逆にいえば、これ中川さんに頼んで、ぜひそういうコンセプトを今度の都市

マスに入れてもらう。今ちょうど議論進行中で、その中で今度の案件がいいか悪いかという方

向的には、やはりいろんなケースが出てくるけれども、コンセプトとしては都市マスで逆に再

認識なり今の状況を、それと賑わいと安らぎを入れた形で今度の案件をどうかというような議

論をすれば、先ほど、これ区民が使うか使わないというよりも、区が所有している地域に区民

以外の方々も全部入って、外国人も全部入る、そういうオープンな賑わいの場所が新宿区とい

う場所、こういうところに財産としてある、それが賑わいもあるし安らぎもあるというような

筋書きで、少し、区に閉じこもらずに、ちょっと多文化共生時代の中で新宿をちょっと持ち上

げてみるようなコンセプトと、それから具体、ただ、街区ごとにいろんなのが出てくると思う

んですよ。それはこの都計審なり、景観審というのがございますしね、ほかでもあるし、それ

は個々でそのコンセプトが変な方向に行っているか、いきなり歌舞伎町みたいな感じになるか、

そういうこととか、いろんなケースが出てくるので、それは個々での判断をしていただく。大

きな筋書きは中川部会長で取りまとめているコンセプトの中に書き込んでいただきたいという

あたりでどうでしょうかね。今度の案。中川先生、何かちょっとせっかくだから。コンセプト、

西新宿の緑地計画の。 

○中川委員 今回の案件がそのまま西新宿のところの緑のところにつながっていくかというと、

まだ方向的にはちょっと違う方向の問題もある。ただ、西新宿のところにおいて、緑的にいう

と、これはまだ部会のところで十分議論していませんのであれなんですが、例えば全然別の言

い方をすると、スポーツでいうと、見るスポーツ、するスポーツ、支えるスポーツというのが

ある。それで緑のところでいうと、見る、単に眺める緑ということだけではなくて、その地域

構造を支える緑というのもあるだろう。それから、人々が触れ合う、これがする緑と言ったら

おかしいんですが、人々との触れ合い、いわゆる人々が使うといいますか、単なる見るんじゃ

なくて使っていくような、そういう緑、そういうものをこの西だけではなくて、入れ込んでく

るというのが1つなんだろうな。 

 西新宿そのものは地下部分、それから1階部分等々において、人々の交流をどういうふうに



 - 23 - 

高めていくのかというのを今いろいろと検討していますので、その中にどうはめ込んでいくの

かということが重要だろうというふうには考えています。 

○戸沼会長 大体よろしいですか、御意見。 

 それじゃ、採決というか、決めたいと思いますが、今度の議案313号、東京都市計画特定街

区西新宿一丁目（11-2号地）特定街区変更について、ひとまず支障ないということでよろしい

でしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○戸沼会長 いただいた意見や何か、これ、区決定で区が責任を持ってやる仕事ですから、区

の皆さんがしっかりきょうの議論を聞いていただいて御意見をなるだけ注意深く取り入れてい

ただきたい。 

 じゃ、ありがとうございました。 

   ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第2 

 その他連絡事項 

   ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○戸沼会長 それじゃ、次の予定を進めましょうか。 

 どうぞ。 

○事務局（石井主査） 事務局です。 

 それでは、日程第 2のその他連絡事項になります。 

 前々回の 178回と前回の 179回の都市計画審議会の議事録でございますが、恐れ入りますが

大野委員とかわの委員のほうに署名をお願いいたしたいと思っております。 

 それと、本日の議事録でございますが、次回の審議会で議事録に署名をいただきまして、個

人情報に当たる部分を除きましてホームページに公表していきたいと思っております。 

 次に、平成 29 年度エリア戦略（原案）の地域説明会の日程につきまして、まちづくり計画

等副参事より御説明いたします。 

○まちづくり計画等担当副参事 まちづくり計画等担当副参事でございます。 

 まず、冒頭に本日、委員の皆様の机上にこの青い冊子を配付させていただきました。こちら、

本審議会で2月10日に答申いただいた新宿区まちづくり長期計画の骨子でございます。お荷物

になってしまうので大変恐縮なんですけれども、本日お持ち帰りいただければと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 
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 その上で、机上に資料を配付させていただきました。新宿区まちづくり長期計画エリア戦略

（原案）の地域説明会についての資料、こちらの資料について御報告させていただきたいと思

います。 

 まず、新宿区まちづくり長期計画を構成いたします、まちづくり戦略プランのエリア戦略の

原案について、地域説明会の日程が決まりましたので御報告させていただきます。 

 1番の地域説明会、区内の10カ所の地域センターで5月20日から6月2日の間に、区内10カ所の

地域センターで実施させていただきます。 

 また、同時に2番なんですけれども、エリア戦略原案の閲覧、または意見募集ということも

実施したいというふうに考えてございます。 

 なお、エリア戦略の原案につきましては、現在、作成を進めているところでございまして、

4月の都市計画審議会、また、その前段の検討部会のほうで御報告させていただきながら、御

意見いただきながら策定していきたいというふうに考えていますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 連絡事項は以上でございます。 

○戸沼会長 今の問題はこれで、あと、ほかに次の日程ありましたっけ。 

○事務局（石井主査） 事務局です。 

 続きまして、新宿区成立70周年協働企画展、新宿の高層ビル群ができるまでについて、都市

計画課長より御説明いたします。 

○都市計画課長 日程でいうと、日程第2のその他の連絡事項を今やらせていただいておりま

す。 

 もう1つ連絡事項がございまして、何かいっぱいチケットとか歴史博物館のチラシとかがク

リップどめにされているやつ、そちらのほうをお手元に出していただきたいと思います。 

 3月5日から5月7日にかけて、新宿区の歴史博物館で企画展をやっておりまして、そちらのほ

うを御紹介しようと思っております。高層ビルのできるまでというようなことの紹介がござい

ます。また、ＤＶＤもございまして、後でＤＶＤも見ていただこうかなと思っております。 

 もう1つのチラシで、立体の模型みたいなものもついていると思いますけれども、そういう

ものはもろもろ歴史博物館に今展示されておりますので、できればこのチケット、企画展のほ

う、招待券になっておりますので、ごらんになっていただければなと思っているところでござ

います。 

 もしよろしければ、今、高層ビルの移り変わりのＤＶＤのほうを用意しておりまして、時間
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でいうと15分ぐらいなんですけれども、見ていただこうと思っておるんですけれども、よろし

いでしょうか。 

○戸沼会長 はい、どうぞ。 

○都市計画課長 じゃすみません、ちょっと準備をさせていただきます。 

    〔西新宿定点撮影をプロジェクターにて上映〕 

○都市計画課長 以上でございます。 

 歴史博物館に行きますと、これが毎時間流れているわけではございませんけれども、木組み

の新宿駅の構造というのは常時展示されているものでございますので、よろしければごらんに

なっていただければと思っております。 

 以上でございます。 

○戸沼会長 きょうの日程は終わりですか。 

○事務局（石井主査） 最後に次回と次々回の開催の予定について御説明いたします。 

 次回の予定ですが、4月21日金曜日、午後2時から、次々回が5月8日月曜日、午後2時から、

いずれも本庁舎6階の第2委員会室、こちらの場所になります。詳細等が決まりましたら改めて

通知をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○戸沼会長 これで終わりでいいですか。 

 じゃ、きょうはどうもありがとうございました。 

 また、よろしくお願いいたします。 

    午後 3時 37分閉会 
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